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在
宅
で
要
介
護
者
を
介
護
し
て
い
る
ご

家
族
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
１
か
月
あ

た
り
３
千
円
分
の
秋
田
市
共
通
商
品
券
を

贈
呈
し
ま
す
。

■
対
象
者

今
年
１
月
〜
６
月
の
間
、
要

介
護
４
ま
た
は
５
の
該
当
月
が
あ
り
、

①
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
が
１
〜
３

段
階
の
第
１
号
被
保
険
者
、
ま
た
は
②

市
民
税
非
課
税
の
第
２
号
被
保
険
者
を
、

自
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
か
た

※
商
品
券
の
相
当
額
は
、
右
の
期
間
中
の
１

か
月
単
位
で
算
定
し
ま
す
が
、
要
介
護
者

が
、
介
護
保
険
施
設
ま
た
は
医
療
機
関
へ

入
院
・
入
所(

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
除
く)

し
た
日
数
が
10
日
以

上
の
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
日
数
超
過
の

届
出
を
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
。

※
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業
や
家
族
介
護

慰
労
事
業
を
利
用
し
て
い
る
か
た
は
、

利
用
し
た
同
月
分
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
申
請
方
法

７
月
15
日
(木)
〜
30
日
(金)
に
、

介
護
保
険
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
で
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
第
２

号
被
保
険
者
の
場
合
、
課
税
状
況
の
調

査
へ
の
同
意
書
が
必
要
で
す
。

■
商
品
券
贈
呈
時
期

商
品
券
は
、
対
象

者
を
確
認
の
う
え
、
９
月
中
に
介
護
保

険
課
窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
課tel (

８
６
６)

２
０
６
９

所
得
の
減
少
や
失
業
な
ど
で
、
経
済
的

に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

平
成
15
年
度
中
に
免
除
の
承
認
を
受
け

た
か
た
は
、
承
認
期
間
が
６
月
30
日
(水)
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
７
月
１
日
(木)
か
ら
８
月
31

日
(火)
ま
で
に
国
保
年
金
課
、
土
崎
支
所
、

新
屋
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

免
除
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
国
保

年
金
課
国
保
年
金
資
格
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。tel (

８
６
６)

２
０
９
７

市
の
融
資
制
度(

創
業
資
金)

を
利
用
し
て

い
る
創
業
１
年
未
満
の
か
た
が
対
象
。
経

営
課
題
の
解
決
や
専
門
知
識
の
習
得
な
ど
、

６
か
月
間
無
料
で
支
援
し
ま
す
。

支
援
内
容
▼
秋
田
商
工
会
議
所
の
専
門
職
員

に
よ
る
相
談(

日
常
経
理
、
税
務
申
告
、
労

務
管
理
、
融
資
な
ど)

▼
経
営
に
役
立
つ

各
種
講
習
会
な
ど
の
情
報
提
供
　
▼
県
や
市

な
ど
の
公
的
融
資
・
支
援
制
度
の
案
内

●
申
し
込
み
　
商
業
観
光
課
商
業
政
策
担

当tel (

８
６
６)

２
１
１
２

親
し
み
の
あ
る
道
路
環
境
づ
く
り
の
た

め
、
ま
だ
愛
称
の
つ
い
て
い
な
い
市
内
の

国
道
、
県
道
、
市
道
な
ど
を
対
象
に
、
愛

称
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
期
間
は
、
７
月

１
日
(木)
〜
30
日
(金)
。
採
用
さ
れ
た
か
た
に

は
、
表
彰
状
と
記
念
品
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

応
募
方
法
▼
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

国
道
、
県
道
、
市
道
の

愛
称
を
募
集

４

在
宅
介
護
し
て
い
る
ご

家
族
へ
商
品
券
を
贈
呈

１

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
の
ご
利
用
を

２

創
業
サ
ポ
ー
ト

経
営
の
悩
み
事
を

解
決
し
ま
せ
ん
か

３

人口１6.６.１現在

●人口／318,077人(＋ 64)
●男／151,472人(＋ 33)
●女／166,605人(＋ 31)
５月分・出生　202人

・死亡　199人
・転入　701人
・転出　640人

（ ）内は前月比

●世帯／127,396世帯(＋116)

■訂正とお詫び…広報あきた６月11日
号４ページの「足栗毛」(県立博物館蔵)
とあるのは、正しくは県立博物館寄託で
した。訂正しておわびします(広報課)

自宅近くの通り慣れた交差点が自転車事故多発地点。信号のない交差点では、必ず一時停止と安全確認を！
通り慣れた交差点が事故多発地点です

秋田市建都400年記念事業
実行委員会(企画調整課内)

tel(８６６)２０３２

申込方法、出演条件の
問い合わせ

記念イベント
出演者募集

秋田市建都400年

建都400年イベント「春のステージ」

８月１日(日)に行う「建都
400年記念式典プレステー
ジ」、８月２日(月)～６日（金）
に行う「建都400年フェステ
ィバル」で、舞台芸術、パ
フォーマンスなどでイベン
トを盛り上げてくれる団
体・個人を募集していま
す。会場はアルヴェほか。



ー
ル
で
、
道
路
の
場
所
と
愛
称
、
住
所
、
氏

名(

フ
リ
ガ
ナ)

、
電
話
番
号
を
書
い
て
、
〒

０
１
０
‐
８
５
６
０
秋
田
市
山
王
一
丁
目
１

―
１
　
都
市
総
務
課
都
市
環
境
担
当

tel (

８
６
６)

２
３
３
２

フ
ァ
ク
ス(

８
６
５)

６
９
５
７

Ｅ
メ
ー
ルro-urm

n@
city.akita.akita.jp

(社)
県
緑
化
推
進
委
員
会
で
は
、
環
境
緑
化

の
向
上
に
効
果
的
で
、
用
地
関
係
が
明
確
な

場
所
へ
の
記
念
植
樹
に
助
成
し
て
い
ま
す
。

助
成
対
象
は
、
苗
木
や
資
材
の
購
入
な
ど
の

費
用(

上
限
額
あ
り)

。
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
、
選
考
な
ど
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

な
お
、
学
校
関
係
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

対
象
▼
公
共
機
関
な
ど
が
行
う
誕
生
、
七
五

三
、
成
人
な
ど
に
よ
る
植
樹
　
▼
民
間
企
業

な
ど
が
行
う
入
社
、
創
業
、
周
年
な
ど
に
よ

る
植
樹
　
▼
民
間
団
体(

町
内
会
、
老
人
ク

ラ
ブ
な
ど)

が
行
う
植
樹
　
▼
緑
の
少
年
団

な
ど
が
行
う
結
成
な
ど
に
よ
る
植
樹

●
申
し
込
み

７
月
２
日
(金)
ま
で
市
緑
化
推

進
委
員
会(

公
園
課
内)tel (

８
６
６)

２
４
４
５

カ
メ
ム
シ
類
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
、

水
田
周
辺
の
雑
草
地
や
農
道
、
畦
畔

あ

ぜ

、
水
路
、

休
耕
田
な
ど
の
草
刈
り
を
定
期
的
に
行
い
ま

し
ょ
う
。
出
穂
間
近
の
草
刈
り
は
、
カ
メ
ム

シ
類
を
水
田
に
追
い
込
み
、
斑
点
米
被
害
を

助
長
し
て
し
ま
い
ま
す
。
草
刈
り
は
、
７
月

20
日
こ
ろ
ま
で
に
終
え
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ農

政
課tel (

８
６
６)

２
１
１
５

各
種
団
体
で
行
う

記
念
植
樹
に
助
成

５

６
カ
メ
ム
シ
防
除
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う

中央図書館明徳館の開
館時間が、１時間繰り上が
り午前９時になりました。
また、７月のみ、平日

は閉館時間を１時間繰り下
げ午後８時までとします。
ぜひご利用ください。

明徳館tel(832)9220

明徳館の
利用時間を延長

５月の家庭ごみなどの量

141万１千円
５月の家庭ごみなどの量は、基準年(平成14年)の
５月と比べて245㌧減少し、５月末現在の貯金額は
141万１千円となりました。

５月末現在の環境貯金は

＊御所野の総合環境センターで焼却・溶融したごみの量(資源化物を除く)

減
っ
た
け
ど

目
標
に
は

ち
ょ
っ
と
…

(財)秋田市体育協会と秋田市スポーツ少年団事務局は
７月１日(木)から八橋球技場内に移転します。新しい電
話番号 (896)5331 新しいFAX番号 (896)6441

▲ ▲

※１…老保該当者および同一世帯の70歳以上の高齢者で、
市民税の課税標準額が124万円以上のかたが１人で
もいる世帯のかた。ただし、70歳以上のかたが２人
以上の世帯で、年収637万円未満、単独世帯で年収
450万円未満の場合は１割負担

※２…世帯員全員が市民税非課税の世帯
※３…所得が０円の世帯(例：年金収入のみの場合は、単独

世帯で年収約65万円以下、夫婦２人世帯では年収約
130万円以下)

医療費の自己負担割合と１か月の自己負担限度額

昭和７年９月30日以前に生まれた
かた、または、65歳以上で一定の障
害があるかたがお持ちの医療受給者
証は、８月１日付けで更新となりま
す。更更新新にによよっってて自自己己負負担担割割合合がが
変変わわるるかかたただだけけにに、、新新ししいい受受給給

者者証証をを７７月月2277日日((火火))以以降降にに郵郵送送ししまますす。。

新しい受給者証が届いたかたで、現在入院または
通院しているかたは、忘れずに医療機関に新しい受
給者証を提示してください。なお、古い受給者証は
必ず返送してください。
※15年中の所得が14年中の所得と比べ、大きな増減
がなかったかたは、負担割合は変わりません。現在
お持ちの受給者証を引き続きお使いください。

世帯全員が市民税非課税または所得が０円の世
帯のかたには、申請により、老
人医療の一部負担金と入院時の
食事代の負担が軽くなる「老人
医療の限度額適用・標準負担額
減額認定証」を交付しています。
現在お持ちの認定証は、有効

期限が７月31日までです。６
月21日までに申請を済ませた
かたには、８月上旬以降、新し
い認定証を郵送します。

医療受給者証の更新
負担割合が変わるかただけに
新しい受給者証をお送りします

問い合わせ　

老人保健でお医者さんにかかるかた

老人医療の新しい減額認定証は
８月上旬に送付します

障害福祉課医療福祉室tel(866)2513ファクス(863)6362

広報あきた　６月25日号09

入院時の食事代


